
1 

 

「東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2021 第 9 回 LIFE×DESIGN」 

奈良県ブース出展者募集要領 

 

 

１ 概要 

デザイン面や商品企画面等で優れた商品を有するものの、首都圏での新規受注獲得や

販路拡大等に苦慮している奈良県内の企業を支援するため、東京インターナショナル・

ギフト・ショー春 2021 第 9 回 LIFE×DESIGN（株式会社ビジネスガイド社主催）におけ

る奈良県ブース（奈良県として統一したコンセプトを打ち出したもので、本県が主催者

に出展申込みを行う（３小間）。）に共同出展する奈良県内企業６者を募集する。 

奈良県ブースの商品は、伝統的技術、奈良県産の原材料やバイヤーの関心を引くＰＲ

ポイントを備える優良な商品とすることで、来場者へのアピール及びブース全体での出

展効果の向上を図る。 

 

２ 応募資格 

奈良県内に本社又は事業所を置く企業（中小企業等経営強化法（平成１１年法律第

１８号）第２条第１項に規定する中小企業者のうち同項第１号から第５号までに掲げ

る者）であって、法人にあっては主たる事業所が、個人にあっては住所地が奈良県内

にあり、奈良県税の滞納がない者であること。 

 

３ 応募条件 

次の条件をすべて満たすこと。 

（１） 出展する商品は、以下の①から②のすべての条件を満たすこと。    

① 自社で企画・生産（自社で企画を行っていれば、他社に生産委託している商品で

も可）を行ったものであること。 

② 医薬品、農産・畜産・海産品及び食品（お酒、お茶、乾物その他常温で賞味期限

３ヶ月以上のものを除く。）以外の一般消費財であること。 

 

（２）出展にあたり、以下の①から⑥のすべての条件に従うこと。 

   ①担当者（来場者への質問・製品説明、商談等に対応できる方）を常時１名以上ブ

ースに配置すること。 

② 出展品の輸送、搬出入は各出展者が行うとともに、責任を持って展示品を管理す

ること。 

③ 本県及び本県が指定する出展アドバイザーの展示方針に従うこと。 

④ 本県が主催する説明会（10 月下旬頃及び 12 月中旬頃開催予定）に出席すること。 

⑤ 本県及び主催者の新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対応方針に従うこ

と。 

⑥ 本県及び主催者の指示に従い、出展に必要な準備等を行うこと。 

 

（３）展示会出展後の成果報告として、以下の書類を本県に提出すること。 

①展示会出展後アンケート（展示会出展１ヶ月後に本県が実施する。） 

②展示会出展後の一定期間（原則２年間）における商談実績及び進捗状況の報告 

 

（４）出展風景の撮影及びその映像を、広報活動用として本県ホームページその他の広

報媒体に利用することに同意できること。 
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４ 申込方法 

（１）提出書類（提出部数：③④⑤は１０部、その他の書類は 1部） 

①出展申込書（表紙）   

    ②奈良県ブース出展申込書（本体） 

      ※①・②は奈良県産業振興総合センターホームページからダウンロード可 

③出展品の写真及び、パンフレット又はカタログ等 

④会社（事業所等）案内（経営理念、経営方針等が明記されているもの。 ）  

⑤直近２期の決算報告書（貸借対照表、損益計算書） 

⑥登記事項証明書(原本) [個人の場合は開業届等の書類の写し等県内で事業を営んで 

   いることがわかる書類] 

⑦奈良県税（全税目）の滞納がないことの証明書(原本) 

   ※上記に掲げる書類のほか、本県が必要と認める書類があれば提出すること。 

 

（２）提出方法 

事務局への持参又は郵送（提出先は、８（４）に記載。） 

 ※持参の場合は、平日の９時から１６時まで（１２時から１３時は除く。）。 

※郵送の場合は、配達を証明できる方法によること。 

 

（３）提出期限 

令和２年９月１１日（金）１６時まで（持参及び郵送ともに必着） 

     

（４）応募にあたっての注意事項 

    ①申込書への記入漏れや提出書類に不備がある場合は、応募を受け付けない。 

    ②特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権に関する責任、品質や安全

性などの商品に関する責任は、応募者が負うものとする。 

   ③一旦提出された書類は返却しない。 

 

５ 選考方法等 

（１）選考方法 

本県事務局が提出書類の適否等の形式審査（一次審査）を行った後、本県が設置す

る選定委員会において出展申込者によるプレゼンテーションに基づく審査(二次審査)

を実施し、６者を選定する（新規出展事業者分として３者、出展経験事業者分として

３者を選定する予定。）。 

なお、二次審査に当たり、事前に本県事務局によるヒアリング又は４（１）に規定

するもの以外の書類の提出を出展申込者に求める場合がある。 

 

（２）選考基準 

選考に当たっては、下記の３つの観点から総合的に判断する。 

① 経営面 

・展示会出展へ向けた取り組み 

・展示会への出展体制（当日の人員など） 

② 商品面（出展予定品） 

・奈良県ブースとの適合性（奈良が誇る豊かな文化・歴史・自然等のイメージに

即した商品、県内で開発された製法・技術を主に用いて製造加工された商品、

商品の重要な原材料が県内産である商品など） 

・「LIFE×DESIGN」展の趣旨との適合性（伝統的技術や文化、歴史を現代風にモ

ダンにアレンジするなど、優れたデザインや機能を有する商品） 

・商品の訴求力 

③ 販売体制 

・売り込む市場とターゲットの明確化 

・売り込む市場の成長性 
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・商品の特性を活かす販路開拓 

・展示会出展後の市場展開に向けた計画 

 

（３）プレゼンテーションの非公開 

  二次審査のプレゼンテーションは非公開で行う。 

 

（４）選考結果の通知等 

    選考結果は、本県事務局から各出展申込者に対し、郵送により通知する。また、選

定した出展者については、本県のホームページで公表する。 

 

６ 本県が負担する経費 

  本県が負担する出展にかかる経費は、次に示すとおりとする。 

① 主催者に支払う出展料（小間料金等） 

② 展示ブース装飾経費（県が装飾用として設置する什器備品類、電気代を含む。７①

を除く） 

      ※出展者が独自に持ち込む什器備品類は対象外とする。 

     ※展示ブース装飾の仕様については本県が全て決定し、出展者が独自にブース装飾

を行うことは出来ないものとする。 

 

７ 出展者が負担する経費 

① 展示ブース装飾に係る出展者負担経費（５万円） 

② 出展に伴う展示物の運搬、搬出入費等 

③ 出展に伴う出展者人件費、交通費、宿泊費等 

④ 申込書類作成費等（登記書類、納税証明交付手数料等含む。） 

⑤ その他個別に発生する経費等 

 

８ その他 

（１）応募資格の喪失 

出展申込者が次のいずれかに該当する事由があると認められる時は、応募資格を失う。 

① 出展申込者の役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支

店又は営業所（常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者

を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であるとき。 

② 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与しているとき。 

③ 出展申込者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると

き。 

④ 出展申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を

供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して

いるとき。 

⑤ ③及び④に掲げる場合のほか、出展申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（２）出展資格の取消し 

     次の各号のいずれかに該当する場合、出展資格を取り消すことがある。 
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① 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

② 破産等により事業の継続が困難となった場合。 

③ ８（１）に該当することが判明した場合のほか、法令等の社会的規範を遵守し

ていない場合。 

④ その他当事業の趣旨にそぐわない行為又は品位を損なう行為であると知事が認

める場合。 

 

（３）留意事項 

① 出展者の展示については、原則、本県で用意する什器（幅１１０ｃｍ、奥行き７

５ｃｍ、高さ９０ｃｍ程度を予定。）の上でのみで行うものとする。本県で用意

する什器、出展者パネルのデザイン等については、奈良県ブース全体の調和の関

係上、出展者の希望に沿えない場合がある。また、奈良県ブースの調和を乱すよ

うな展示方法は行わないこと。 

② 試食及び試飲（熱を加える等の調理を必要とするものを含む）は不可とする。 

③ 出展者は、出展面積の一部又は全部を転貸、売買、譲渡等することはできない。

また、本県の承認なしに、出展者以外の企業、団体、個人等が使用・展示するこ

とはできない。 

④ 本県は、主催者の事情、天変地異その他やむを得ない事情が生じた場合は、奈良

県ブースの全部又は一部の使用を中止又は変更することがあるが、これにより生

じた出展者及び関係者の損害については補償しない。 

⑤ 諸般の事情により当事業に関して発生するいかなる損害についても、本県に請求

できないものとする。 

 

 (４)本県事務局（申込書類提出先 ・ 問い合わせ先） 

    〒６３０－８０３１ 奈良市柏木町１２９－１ 

    奈良県産業振興総合センター  創業・経営支援部   経営支援課 

「東京インターナショナル・ギフト・ショー奈良県ブース」事務局 

      TEL：０７４２－３３－０８１７（代）   

    FAX：０７４２－３４－６７０５  

    

 (５)今後のスケジュール（予定） 

応募受付 募集開始時から令和２年９月１１日（金曜日）まで 

二次審査（出展申込者によ

るプレゼンテーション） 

令和２年９月下旬 

（後日、出展申込者に二次審査開催日を通知する。） 

出展者決定 令和２年９月下旬 

説明会、カタログ、展示品

ディスプレイ指導等 

令和２年１０月～展示会前日 

展示会 令和３年２月３日（水曜日）～２月５日（金曜日）の

３日間 

 

 

 

以 上 


